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（ 要 旨 ） 

  新宿区男女共同参画推進条例第１９条を削除すること。 

 

（ 理 由 ） 

  新宿区男女共同参画推進条例第１９条は、特定の表現を行わないよう、努力義務を定

めている。しかしながら、これは表現の自由を保障した憲法第２１条に違反している。 

  地方公共団体の条例は、その地方公共団体の区域内にのみ適用されるものであるが、

会社の本店や事業拠点が多数所在する新宿区の条例は、本店等が条例に拘束され、事実

上、新宿区の外へも、表現規制としての効果を及ぼしている。 

  よって、新宿区男女共同参画推進条例第１９条を削除することを求める。 

 
 


